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第五次地域管理経営計画（東予森林計画区）の変更について

【変更理由】

以下の理由により、国有林野管理経営規程(平成11年１月21日付け農林水産省訓令

第２号)第６条第９項に基づき変更する。

① 民有林と国有林が連携して取り組む森林共同施業団地の概要の整理

② 主伐再造林の推進に伴う、主伐の追加と更新の追加

③ 密度調整が必要な林分について間伐の追加

【変更する項目】

１ 国有林野の管理経営に関する基本的事項

（３）森林の流域管理システムの下での森林・林業再生に向けた貢献に必要な事項

(４) 主要事業の実施に関する事項



１ 国有林野の管理経営に関する基本的な事項

（３）森林の流域管理システムの下での森林・林業再生に向けた貢献に必要な事項

③ 民有林と連携した施業の推進

森林共同施業団地の概要

面積（ha）

箇所数

国有林 民有林

１ 196 100

（４）主要事業の実施に関する事項

① 伐採総量 （単位：‰､ha）

区 分 主 伐 間 伐 計

計 51,107《6,065》 62,100（366） 113,207

注：《 》は分収林の収穫量で内書、（ ）は間伐面積である。

② 更新総量 （単位：ha）

区 分 人工造林 天然更新 計

計 57 １ 58


